
岩監公表第３号 

 

地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定による監査を行ったので、同条第９項の規定に

より、その結果を別紙のとおり公表する。 

 

    令和４年２月８日 

 

 

                                岩沼市監査委員 鎌 田 壽 信 

 

                                岩沼市監査委員 長 田 忠 広 

 

 

記 

 

１．定 期 監 査 

ア  令和3年9月末日現在における「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管

理」について 

イ  令和 3年度水道事業会計、公共下水道事業特別会計、特定公共下水道事業会計の 4

月から11月までにおける建設請負工事等執行状況について 

 

２．財政援助団体等監査 

令和2年度財政援助団体等に対する補助金等の事務事業執行状況について 



定 期 監 査 結 果 報 告 

 

 

１．監査の対象 

    令和 3年 9月末日現在における「財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管

理」について 

 

２．監査の期日等 

令和3年11月9日 

   玉浦中学校 岩沼西小学校 岩沼西中学校 

令和3年11月10日 

     玉浦小学校 岩沼南小学校 岩沼中学校 

令和3年11月12日 

     岩沼小学校  

令和3年11月17日 

岩沼北中学校 

 

３．監査等の主な実施内容 

令和 3 年度の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正に、かつ合

理的に行われているかどうかを主眼として、令和 3 年 9 月末日現在における、財務に

関する事務及び事業の執行状況等について事前に資料の提出を求め、関係書類・帳簿

等の調査及び照合を行うとともに、各学校長、教育次長及び担当職員等に説明を求め

るなどの方法により実施した。 

 

４．監査の結果 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理状況については、おおむね適正

に、かつ合理的に執行されているものと認められた。 

   なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、別途指導した。 

 

 



定 期 監 査 結 果 報 告 

 

 

１．監査の対象 

   令和 3 年度水道事業会計、公共下水道事業特別会計、特定公共下水道事業会計の 4

月から11月までにおける建設請負工事等執行状況について 

 

２．監査の期日 

   令和4年1月24日 

 

３．監査等の主な実施内容  

   工事等の契約業務及び施工が適正に行われているかどうかを主眼として、令和 3 年

4月から11月までに請負契約等をされた各種工事について事前に監査資料（工事請負

契約件数 19件、総額 810,550,400円）の提出を求め、その資料に基づき調査を行い、

抽出した玉崎浄水場 2号活性炭ろ過ポンプ改良工事外 8件の工事について、関係書類・

帳簿等の調査及び照合を行うとともに、担当部(課・所)長及び担当職員に説明を求め

るなどの方法により実施した。 

   なお、グリーンピア岩沼給水管布設工事、早股松原地区配水管布設工事、二野倉 1

号雨水幹線工事、下水道災害復旧工事、岩沼市特定公共下水道事業管渠更生工事につ

いては、資料を基に現地を実査した。 

 

４．監査の結果 

   工事の発注に伴う事務処理及び工事施工については、適正に執行されているものと

認められた。 

 

 



財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果 報 告 

 

 

１．監査の対象 

令和2年度財政援助団体等に対する補助金等の事務事業執行状況について 

 

２．監査の期日等 

   令和3年10月28日 

   ・コミュニティ助成事業（一般）助成金 

・岩沼市市民活動助成金 

・岩沼市献血推進協議会助成金 

・岩沼市社会福祉活動事業補助金 

・岩沼市高齢者保健福祉施設等整備事業補助金 

・岩沼市保育所等整備補助金 

・岩沼市民間建築物吹付けアスベスト分析調査事業補助金 

・岩沼市民会館文化事業協会文化事業実施交付金 

・岩沼市観光物産振興対策費補助金 

・岩沼市農業次世代人材投資事業 

・岩沼市担い手確保・経営強化支援事業補助金 

・岩沼市強い農業・担い手づくり総合支援交付金 

・岩沼市被災農地経営支援事業補助金 

 

３．監査等の主な実施内容 

   公益目的のための財政援助等の機能が有効に発揮されているかどうかを主眼として、

令和 2 年度に補助金等を交付した団体等のうちから、272 件について事前に監査資料

の提出を求め、その資料に基づき財政援助等に係る事務について調査を行うとともに、

抽出した上記の補助金等について、担当部（課）長及び担当職員に説明を求めるなど

の方法により実施した。 

 

 

 



４．監査の結果 

   財政援助団体等に対する補助金・負担金に係る事務については、おおむね適正に執

行されているものと認められた。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、別途指導した。 

 


